
 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年10月18日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

平成29年10月18日（水）午前9時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

都市計画課 中村課長 黒澤主査補 

３ 件名 

「根公益的施設誘導地区地区計画（素案）」の措置の決定について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・連携事業は事業採算の観点からも精査を行っているのか。 

⇒保育課との連携事業については、土地利用計画等の事業計画のみならず当該事業によ

って生じる固定資産税なども概ね算定し事業採算についても検討しています。 

・着工時期は。 

⇒都市計画決定の告示を平成30年2月中旬頃に予定しており、その後、開発許可、工事

着工という手続きとなるため平成30年3月頃と見込んでいます。 

・都市計画決定である地区計画において建物の用途を限定するデメリットへの対応は

（店舗などが閉鎖になった場合の対応は）。 

⇒「市街化調整区域における地区計画の運用基準」は規制誘導施策であるため、地区に

おける必要な都市機能が変化した場合や上位計画による地区の将来像が変更された場合

などは、フレキシブルに見直しを行い地区計画の変更が可能となるように対応します。

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



別 記 

 第１号様式その１（第４条第４項関係） 

Ｈ２９年１０月５日 

付議書（行政経営戦略会議） 

 

            部課名（環境建設部都市計画課） 

１ 件名 

「根公益的施設誘導地区地区計画（素案）」の措置の決定について 

２ 目的 

地権者から都市計画提案制度により本件の提案があった。 

当該提案は、都市マスタープランにおける「中心都市拠点」の「公

益的施設誘導地区」に位置し、民間活力によるにぎわいと交流が形成

される施設の立地誘導を図る計画であるため、市の都市計画として手

続きを進めてよいか付議する。 

３ 現状と課題 

市街化調整区域は原則、市街化を抑制する区域であるため、これま

では法定の基準である開発許可制度により例外的に制限解除がなさ

れ、地域の適切な立地判断を反映する仕組みはなかった。 

現在は、都市マスタープランで市街化調整区域の性格の範囲内で一

定の都市的土地利用を許容する地域を明確にするとともに当該地域に

おける望ましい土地利用を示し、これを具体化する「市街化調整区域

における地区計画の運用基準（以下「運用基準」という。）」を策定

したことから、民間活力による施設の立地誘導の促進が可能となっ

た。  

課題は、当該計画に伴う周辺のインフラ整備（道路・上下水道・交

通安全施設等）の対応が挙げられる。 

４ 対応 

市の都市計画として手続きを進める必要があると決定する。 

５ 効果 

運用基準で設定した土地利用の誘導が図られる。 

 

 



６ スケジュール 

①原案縦覧 

②県事前協議 

③法定縦覧 

④都計審（付議）（H30.1月初旬を予定） 

⑤県法定協議 

⑥決定告示（H30.2月中旬を予定） 

７ その他 

 

８ 関連情報 

関係法令等 都市計画法 

関係課 保育課 

予算措置 事業費     会計  款 項 目       円

特定財源                    円

 



 
印西都市計画地区計画の決定（白井市決定） 
 
都市計画根公益的施設誘導地区地区計画を次のように決定する。 
 

名    称 根公益的施設誘導地区地区計画 

位    置 白井市大字根の一部の区域 

面    積 約 ３．４ヘクタール 
 
地区計画の目標 本地区は、白井市都市マスタープランにおいて、｢中心都市拠点｣の「公益的施設誘導

地区」に位置づけされている市街化調整区域に位置する。 
  本地区計画は、｢公益的施設誘導地区｣に示された｢行政・福祉・医療地区の集積にとも
なう来訪者の増加に応じた、にぎわいと交流が形成される施設の立地の誘導｣を可能にす
る一定規模の計画的な開発行為により、にぎわいと交流及び地域振興等に寄与する施設
等を誘導し、周辺環境と調和した中心都市拠点を形成することを目標とする。 

 
区域の整備、開発
及び保全に関す
る方針 

 
１．土地利用の方針 
 本地区の西側の区域においては、生活利便機能等の施設の立地の誘導を行い、にぎわ
いと交流をめざす。 
 また、東側の区域においては、保育・子育て支援機能等及びスポーツ・レクリエーシ
ョン機能等の施設の立地の誘導を行い、子育て世代の支援と地域に密着したスポーツの
発展をめざす。 
  
 
２．建築物等の整備の方針 
 土地利用の方針の内容により、建築物等の用途の制限を行うとともに、生活利便機能
等、保育・子育て支援機能等及びスポーツ・レクリエーション機能等の施設の連携に配
慮した整備を図るため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び建築
物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地の最低限度、壁面の位
置の制限を行う。 
 また、魅力ある空間の確保のため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び
かき又は柵の構造の制限を行う。 

「区域、地区整備計画区域は、計画図表示のとおり。」 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

根公益的施設誘導地区整備計画書 

 

 
 
 
 

地 
 

区 
 

整   

備   

計   

画 

 
 
 
 

建   

築   

物   

等   

に   

関   

す   

る   

事   

項 

地区の

区分 

地区の

名称 根公益的施設誘導地区 

地区の

面積 
約３．４ヘクタール 

建築物等の用途

の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

(1) 店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が１０，０００平方メート

ル以下のもの 

(2) 屋内テニス施設 

(3) 子育て支援施設 

(4) 前各号に掲げる建築物に付属するもの 

建築物の延べ面

積の敷地面積に

対する割合の最

高限度 
１０分の２０ 

建築物の建築面

積の敷地面積に

対する割合の最

高限度 

１０分の６ 

（建築基準法第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては、１０分の７） 

建築物の敷地面

積の最低限度 

２，０００平方メートル 

 ただし、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可

したものについては、この限りではない。 

壁面の位置の制

限 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、５メート

ル以上とする。 
 隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、１メート

ル以上とする。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱並びに屋根の色彩は、原則として原色を避け、周

辺の環境に調和した落ち着きのある色調とする。 
 屋外広告物等については、設置場所を限定するとともに、建物と一体的なものとす

る。 

かき又は柵の構

造の制限 隣地及び道路に面するかき又は柵の構造は、地区の景観に配慮したものとする。 

｢区域、地区整備計画区域は、計画図表示のとおり。｣ 
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H29.10.18　行政経営戦略会議　資料

（素案）



2



白井市
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白井市

4



白井市
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都市計画の提案制度のフロー                            

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白井市は提案に基づく都市計画の措置を決定する（行政経営戦略会議） 

提案を踏まえて都市計画を決定する必

要があると認めるとき 
提案を踏まえた都市計画を決定する必

要がないと認めるとき、又は提案に係

る都市計画の素案の内容を一部変更す

る場合 
提案に基づく都市計画の原案の作成 
都市計画案の概要（行政素案）の作成 

原案・素案の縦覧 公聴会の開催 

都市計画の案の作成 

千葉県に原案協議 

都市計画の案の公告・縦覧（意見の提

都市計画の案を付議 

都市計画の決定 

白井市都市計画審議会に、提案に基づく都市計画

の措置を決定するため意見を聴く 

都市計画の決定をしない 

都市計画の決定をしない理由等を提案

者に通知 

白井市都市計画審議会（諮問） 

提案主体より都市計画の提案

※都市計画決定手続

白井市都市計画審議会（付議） 

都市計画を決定する必要がないか諮問 

白井市都市計画審議会（諮問） 

提案の受付 
提案要件の確認（内容のヒアリング等）

H29.9.22 開催した 
都市計画審議会において

妥当との答申（9.27 付） 
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白井市都市計画提案制度の手引き（抜粋） 

 

１ 都市計画提案制度の趣旨 

   近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画への関心も高ま

りつつあります。これを受けて、平成１４年に都市計画法（以下「法」といいます。）の一部

改正により「都市計画提案制度」が創設されました。 
   これまでは行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制

度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、

主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。 
 
 
２ 提案できる都市計画 

   都市計画は決定しようとする種類や規模により決定権者が都道府県と市町村に分かれてい

ます。白井市に提案できる都市計画の内容は、市町村が決定権者である都市計画に限られます。

（白井市が決定権者である都市計画の種類については、別表－２を参照して下さい。） 
   白井市に提案する場合は、この都市計画提案制度の手引きに従い提案して下さい。 

なお、千葉県が決定権者である都市計画については、県が定める都市計画提案制度の手引き

に従い、提案して下さい。 
 

 
６ 都市計画決定等の判断について 

   都市計画の提案が行われたときは、計画提案を踏まえた都市計画の「措置の決定（決定又は

変更の判断）」（法第２１条の３）を「行政経営戦略会議」において行います。 
   行政経営戦略会議では、次に示した視点等により提案された都市計画の評価を行い、都市計

画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断を行います。 
①提案された都市計画が「４ 提案の要件」を満たしていること 
②「５ 提出書類」に不備が無いこと 
③提案された都市計画が、都市機能の向上や生活環境の保全等に寄与する計画であること 
④都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と整合が図られていること。 
⑤白井市都市マスタープランと整合が図られていること。 
⑥千葉県が策定した都市計画に係る方針・運用基準等に適合していること。 
⑦提案された都市計画の内容が、実現性、現実性を有していること。 
⑧都市計画提案を行おうとする区域の土地所有者等のみならず、周辺住民等に対し説明を行い、

理解が得られている計画であること。 
⑨周辺環境への影響について、十分な配慮がなされた計画であること。 
⑩白井市都市計画審議会からの措置の決定に係る意見 
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市街化調整区域における地区計画の運用基準（抜粋） 

 
 
２．市街化調整区域の地区計画の類型 

白井市都市マスタープランの土地利用方針に即し、都市計画法第 12 条の 5 第 1 項第 2 号の規定に基

づき地区計画を導入する場合について、目的ごとの類型を示す。 
 
（A）拠点開発誘導型 
1）地区計画の基本的な目的 
 都市マスタープランの土地利用方針に示された「行政・福祉・医療地区の集積にともなう来訪者の増

加に応じた、民間活力によるにぎわいと交流が形成される施設の立地の誘導」を可能にする、一定規

模の計画的な開発で、にぎわい交流、地域振興及び観光振興等に寄与する施設の誘導 
2）位置と区域規模の条件 
 白井市都市マスタープランの土地利用方針において、中心都市拠点の「公益的施設誘導地区」に位置

づけされている区域で別図のとおり 
3）地区整備計画に定める事項 
 別表１のとおり 
   
（B）沿道開発誘導型 
1）地区計画の基本的な目的 

都市マスタープランの土地利用方針に示された「国道 16 号沿道における民間活力による商業・物流

施設の立地の誘導」を可能にする、一定規模の計画的な開発で、広域的な交通ネットワークにおける

特性及び多くの人が行き交う特性を活かした地域振興等に寄与すると認められる施設の誘導 
2）位置と区域規模の条件 

白井市都市マスタープランの土地利用方針において国道 16 号沿道の「公益的施設誘導地区」に位置

づけされている区域で別図のとおり 
3）地区整備計画に定める事項 

別表２のとおり 
 
（C）住環境整備型 
1）地区計画の基本的な目的 

都市マスタープランの土地利用方針に示された「地区にあった適当な整備による自然と共存したゆと

りある低層住宅地の形成」を可能にする、市街化区域縁辺部における市街地のスプロール化の防止と

良好な街並み形成の誘導 
2）位置と区域規模の条件 

白井市都市マスタープランの土地利用方針において｢低密度住宅地区」に位置づけされている区域で

別図のとおり 
3）地区整備計画に定める事項 

別表３のとおり 
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４．地区計画の技術的な基準 
市街化調整区域に地区計画を定める場合の技術的な基準を次のとおり定める。 

 
（別表１） 
   地区の類型 （A）拠点開発誘導型 
土地利用方針における名称 公益的施設誘導地区 
決定できる区域及び規模 (1)｢白井市都市マスタープラン｣の土地利用方針において、中心都市拠

点の「公益的施設誘導地区」に位置づけされている区域 
(2)原則、3 ヘクタール以上の区域 

地区計画の目標・土地利用

の方針 
行政・福祉・医療地区の集積にともなう来訪者の増加に応じた、にぎわ

いと交流に寄与すると認められるもので、白井市都市マスタープラン

の内容により適切に定める。 
地

区

整

備

計

画 

地区施設 ｢白井市都市マスタープラン｣における土地利用方針を踏まえ周辺環境

との調和を図り、道路、公園、緑地、広場その他公共空間の配置・規模

を適切に定める。 
建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物等の用途の

制限 
(1)立地可能な建築物の用途は、地域の特性を活用するとともに｢白井市

都市マスタープラン」における土地利用方針の内容により適切に定

める。（例：レクリエーション施設、商業施設、観光施設及びこれら

に付属する施設） 
(2)前記のほか、地域振興又は農業生産物の流通経路の確保又は拡大に

つながる小売店舗等農業振興に寄与するもの 
(3)周辺環境にそぐわない恐れのある施設の立地は規制する。（例：廃棄

物処理施設、危険物処理施設） 
容積率及び建ぺい

率の最高限度 
(1)建築物の容積率の最高限度は、周辺環境との調和に配慮し 200％以

下の数値で、適切に定める。 
(2)建築物の建ぺい率の最高限度は、周辺環境との調和に配慮し 60％以

下の数値で、適切に定める。 
敷地面積の最低限

度 
建築物の敷地面積の最低限度は、2,000 ㎡以上の数値で、適切に定める。

壁面の位置の制限 敷地境界線：1 メートル以上で適切な数値を定める 
道路境界線：5 メートル以上で適切な数値を定める 

建築物等の高さの

最高限度 
周辺環境に十分配慮した数値で、適切に定める。 

建築物等の形態・

意匠の制限 
建築物及び工作物の形態又は意匠の制限は、必要に応じて適切に定め

る。 
かき・柵の構造の

制限 
かき又は柵の構造の制限は、周辺環境に配慮し適切に定める。 

土地の利用に関する事

項 
地区の区分を定め、必要に応じ建築物の用途の制限（住宅立地の規制

等）を適切に定める。 
備 考  
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※この図は平成２８年３月白井市都市マスタープランの土地利用方針図に即して作成されております。

（Ｂ）沿道開発誘導型

（Ａ）拠点開発誘導型

（Ｃ）住環境整備型

（別図）
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